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　皆さんは普段生活をしていて、悩み事などを誰に相談　皆さんは普段生活をしていて、悩み事などを誰に相談
して良いか分からず、困ったことはありませんか？今回して良いか分からず、困ったことはありませんか？今回
の特集では、地域で困っている人の相談や見守りなどのの特集では、地域で困っている人の相談や見守りなどの
活動を行っている民生委員・児童委員の皆さんからお話活動を行っている民生委員・児童委員の皆さんからお話
を伺い、活動内容について紹介していきます。を伺い、活動内容について紹介していきます。

あなたの身近な相談相手あなたの身近な相談相手
民生委員・児童委員民生委員・児童委員
問  （市）福祉課 総務・高齢者福祉係福祉課 総務・高齢者福祉係

Q
．
相
談
し
た
内
容
は
秘
密
に
し
て

も
ら
え
る
の
？

民
生
委
員・児
童
委
員
に
は「
秘
密
を

民
生
委
員・児
童
委
員
に
は「
秘
密
を

守
る
義
務
」が
法
で
定
め
ら
れ
て
い

守
る
義
務
」が
法
で
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

ま
す
。

　

個
別
の
相
談
な
ど
、活
動
を
通
じ
て
知

　

個
別
の
相
談
な
ど
、活
動
を
通
じ
て
知

り
え
た
個
人
の
情
報
な
ど
の
秘
密
は
守
ら

り
え
た
個
人
の
情
報
な
ど
の
秘
密
は
守
ら

れ
ま
す
。
こ
の
守
秘
義
務
は
、委
員
退
任

れ
ま
す
。
こ
の
守
秘
義
務
は
、委
員
退
任

後
も
引
き
続
き
課
せ
ら
れ
ま
す
の
で
、安

後
も
引
き
続
き
課
せ
ら
れ
ま
す
の
で
、安

心
し
て
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

心
し
て
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

お住まいの地域を担当する民生委員・児童委
員を紹介しますので、福祉課まで問い合わせ
てください。

\ 民生委員・児童委員は「地域のつなぎ役」として活動しています /
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三木市連合民生委員児童委員協議会三木市連合民生委員児童委員協議会

会長　田中清子さん会長　田中清子さん

　地域サロンに参加した際
などにいつも声をかけてい
ただき、困ったことがあれ
ば気軽に話を聞いてもらえ
るのでありがたいです。民
生委員さんが身近にいてく
れることで安心して暮らす
ことができています。

地域の方の声

生活の不安
・ひとり暮らしでさびしい
・高齢者2人で不安
・災害が起こったとき、避難が
難しい

お金のこと
・生活が苦しい
・子どもの進学費がない
・ひとり親で仕事に行けない

介護のこと
・介護疲れで悩んでいる
・介護保険の申請方法がわから
ない
・住宅を改修したい

子育てのこと
・相談できる人がいない
・子育てがうまくいくか不安
・子どもが学校に行かなくなった
・よく怒ってしまう

ご近所のこと
・最近、○○さんを見かけない
・新聞がたまっている家がある
・詐欺の被害に遭いそうで不安

福祉サービスのこと
・高齢者の福祉サービスを知
りたい
・困っているけど、どこに相談
していいかわからない

\ 例えばこんな相談を受けています /
Q．どんなことを相談できるの？
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　生活上のさまざまな相談を受け、内容に応じて情報提供や行政・関係機関への「つなぎ役」となり、　生活上のさまざまな相談を受け、内容に応じて情報提供や行政・関係機関への「つなぎ役」となり、
課題解決へのお手伝いをしています。課題解決へのお手伝いをしています。

扶蘇義博さん扶蘇義博さん

    民生・児童委員に相談したいときは・・・

●市役所
●社会福祉協議会
●児童相談所
●保健所
●教育委員会
●小・中学校、特別支援学校
●保育園・幼稚園・認定こども園
●地域包括支援センター　など

【連携・協力する機関の例】
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